
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続時精算課税制度を使うとメリットがある人        

Ｑ：相続時精算課税制度は、相続税対策に

はならないそうですが、では、どういう人が

使うといいのですか？                                   

                                              

Ａ：次の人はメリットがあるでしょう。 

【解説】 

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の

親から20歳以上の子への贈与に認められた贈

与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、

それを超える部分の金額に対しては、一律

20％の税率で贈与税がかかり、その贈与した

財産の価額は、相続時に相続財産としてこれ

を持ち戻し(加算)して相続税を計算し、その

際に納めた贈与税額があるときはこれを相続

税額から控除して課税をするというものです。 

したがって、基本的に、相続税がかからな

い人や相続税の実効税率が20%以内の人は、こ

の制度を活用するとメリットがありますし、

また、相続税の実効税率が20%を超える人であ

っても、次のような効果もありますのでこれ

らを考慮して検討するといいでしょう。 

・特定の財産を、生前に承継できる。 

・このことによって、遺産分割をめぐるトラ

ブルを解消できる。 

・事業承継者には、自社株など経営に必要な

ものを渡しておくことができる。 

・あらかじめ各相続人への財産の配分を決め

ておける。 

・贈与であるから、確実に当人に財産の移転

ができる。 

・とりあえずは、20％の贈与税で移転ができ

る。 
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